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  問 1 

問 1 
区分所有法 

共用部分 

 
 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しい
ものはいくつあるか。 
 
ア マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上
当然に共用部分となる。 
イ 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約に定
めることにより、区分所有者でない管理者を所有者として定めることが
できる。 
ウ 区分所有法上当然に共用部分とされる部分は、規約に定めることによ
り、専有部分とすることができる。 
エ マンションである建物が所在する土地は、規約に定めることにより、
共用部分とすることができる。 
 
１ 一つ 
２ 二つ 
３ 三つ 
４ 四つ 
 

  



マンション管理士 
模擬試験 第 1回 

4 

■■〔正解〕１ ■■ 

□□ ア 誤り  
マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物（附属の
建物）は、規約で定めることにより共用部分とすることができる（区
４条２項）。 

□□ イ 正しい  
共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定め
をすることにより、管理者又は、区分所有者を所有者と定めること
ができる（区 11 条１項本文、２項）。区分所有法では、管理者の資
格要件については規定されていないため、管理者であれば区分所有
者以外の者でも共用部分の所有者と定めることができる（区 27 条
１項）。 

□□ ウ 誤り  
区分所有法上当然に共用部分とされる部分（法定共用部分）は、構
造上及び利用上の独立性を有していないため、区分所有権の目的と
はならず、規約により専有部分とすることはできない（区４条１項
参照）。 

□□ エ 誤り  
「共用部分」とは、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属
しない建物の附属物、③規約により共用部分とされた附属の建物を
いう（区２条４項）。したがって、建物が所在する土地（建物の敷地）
は、規約によっても共用部分とすることはできない。 
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